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平成２９年 (2017年 )３月１４日 

総 務 委 員 会 資 料 

政策室業務マネジメント改革担当  

（第１０号議案） 

中野区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成２５年法律第２７号。以下「法」という。）第

９条第２項に基づく個人番号の利用及び法第１

９条第１０号に基づく特定個人情報の提供に関

し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成２５年法律第２７号。以下「法」という。）第

９条第２項に基づく個人番号の利用及び法第１

９条第９号に基づく特定個人情報の提供に関し

必要な事項を定めるものとする。 

第２条・第３条 （略） 第２条・第３条 （略） 

（特定個人情報の提供） （特定個人情報の提供） 

第４条 法第１９条第１０号の条例で定める特定

個人情報を提供することができる場合は、別表第

３情報照会機関の欄に掲げる機関が同表情報提

供機関の欄に掲げる機関に対し同表事務の欄に

掲げる事務を処理するために必要な同表特定個

人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求め

た場合において、同表情報提供機関の欄に掲げる

機関が当該特定個人情報を提供するときとする。 

第４条 法第１９条第９号の条例で定める特定個

人情報を提供することができる場合は、別表第３

情報照会機関の欄に掲げる機関が同表情報提供

機関の欄に掲げる機関に対し同表事務の欄に掲

げる事務を処理するために必要な同表特定個人

情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた

場合において、同表情報提供機関の欄に掲げる機

関が当該特定個人情報を提供するときとする。 

２ （略） ２ （略） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

別表第１ （略） 別表第１ （略） 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

執行機関 事務 特定個人情報 

１ 区長 児童育成手当

の支給に関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

地方税関係情報（法別

表第２の１の項に規

定する地方税関係情

報をいう。以下同

じ。）、住民票関係情報

（同項に規定する住

民票関係情報をいう。

以下同じ。）又は障害

者関係情報（同表１０

の項に規定する障害

者関係情報をいう。以

下同じ。）であって、

規則で定めるもの 

（略） 
 

執行機関 事務 特定個人情報 

１ 区長 児童育成手当

の支給に関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

地方税関係情報（法別

表第２の１の項に規

定する地方税関係情

報をいう。以下同

じ。）、住民票関係情報

（同項に規定する住

民票関係情報をいう。

以下同じ。）又は障害

者関係情報（同表１６

の項に規定する障害

者関係情報をいう。以

下同じ。）であって、

規則で定めるもの 

（略） 
 

別表第３ （略） 別表第３ （略） 
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附 則  

この条例は、平成２９年５月３０日から施行する。  

 


